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Content

■実施予定期間：

• 試験運用期間：2025年6月25日以前

• 集中実施期間：2025年7月1日～8月19日（50日間）

■担当機関：

• A08局：電子識別情報収集ソフトウェアの接続ソリューションを展開し、地方警

察に対してテスト、データ連携、全国展開の手順を指導。

• A05局：A08局と連携し、外国人向けレベル2電子識別アカウント申請書類の受

理・処理システムの安全・セキュリティ確保のための対策を実施し、国家サイ

バーセキュリティセンターから実施されるシステムのセキュリティ・安全監視を

拡大。

• C06局：A08局と連携し、外国人向けレベル2電子識別アカウント付与のため、申

請書類の受理・処理システムの接続および統合を実施。

• V01局：外国人向け電子識別の対応を備えるため、人員、設備、技術の配置を見

直すよう、各地方に対し公安省から指示電報を作成・発出し、その進捗を確認・

督促

本ニュースレターにおいて、Grant Thornton Vietnamは、2025年6月17日付け公安

省の通知220/TB-V01に基づき、外国人向け電子識別アカウントの発行に関する主な

ポイントと注目すべき内容を以下の通りご案内いたします。
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公安省の出入国管理局または省レベルの公安機関に直接出向く

必要書類の提出：

• 電子識別アカウント発行申請書（政令69/2024/NĐ-CPに基づく

TK01様式）

• パスポートまたは国際的に有効な渡航書類

• 一時滞在カード

• 本人名義の携帯電話番号

• メールアドレス（任意）

• 国家識別アプリに統合を希望するその他の情報

顔写真および指紋の取得（出入国データベースと照合）

実施状況

我々の観察によると、本公文書の内容に基づき、2025年6月25日以降、ハノイおよびホーチミン市の公安省の出入国管理局にて、外国人向けレベル2

電子識別アカウントの申請受付が開始されています。
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手続きの流れ



企業への推奨

2025年7月1日以降、電子識別アカウントがないと個人および企業によ
る電子取引が行えなくなるリスクがあるため、企業は早めに出入国管理
局へ連絡し、手続きを行うことを推奨します。
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出入国管理局が識別・認証機関に電子識別アカウントの申請を送付

結果通知（国家識別アプリ、本人名義の携帯電話番号、またはメール
アドレスにて）：
• 電子識別アカウント（レベル2）に関する顔写真・指紋情報が出入
国管理に関する国家データベースに既に登録されている場合：3日
以内

• 未登録の場合：7営業日以内
※現在、外国人本人が直接申請する必要があり、代理申請は不可です。
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外国企業・個人、ベトナ

ム人個人向けの電子識別

アカウント登録手続きに

関するコンサルティング

現行の法律に従い、必要

書類の準備支援および電

子職別システムの登録・

利用方法に関する指導

企業登録証の情報修正

支援（識別アカウント

との整合性確保）

Grant Thorntonの支援サービス

電子職別アカウントの登

録に関する問題について、

関連当局との対応の支援
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